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１．市民、事業者、行政の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の進行管理、見直しの考え方 

計画期間の中間年次にあたる令和 17 （2035）年度には、本市における緑の現状や施策の実

施状況を確認・検証し、必要に応じて計画の見直しを行います。 

市民の意向については、継続的な調査と把握を通じて、意識やニーズの変化を的確に捉え、

分析結果をもとに市民ニーズに即した施策の展開に活かします。 

 

 

行政 

・緑の基本計画に基づく施策の推進 

・国、県との連携、国、県に対する市

民ニーズを捉えた要請 

・市民、事業者等多様な主体の連携の

促進、取組に対する支援 

事業者 

・敷地内での積極的な緑づくりを通

じた、敷地周辺と一体となった緑

のネットワークの形成 

・地域住民や行政と連携した、緑の

まちづくり活動への参加 

 

 

・庭の手入れ、家先の花づくり等、

暮らしの中での積極的な緑づくり 

・坂戸市の樹林と河川、動植物、歴史

等、緑に対する理解を深める 

・公園や樹林等、公的な緑の保全・維

持管理の取組への関与 

市民 


